
成
化
元
年
に
お
け
る
散
館
請
願
に
つ
い
て

ー

l
明
朝
庶
吉
士
制
の
検
討
1

1

阪

~弘司

居

篤

秀

は

じ

め

に

一

散
館
請
願
の
概
要

二

庶士ロ
土
制
の
沿
革

三

数

習

と

散

館

お

わ

り

に
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tま

じ

め

有
震
の
人
材
を
登
用
し
、
そ
れ
を
有
数
に
活
用
す
る
こ
と
は
、
園
家
の
命
運
を
左
右
す
る
重
大
事
で
あ
る
。
明
朝
に
お
け
る
人
材
登
用
は
、

初
期
に
あ
っ
て
は
薦
奉
・
監
生
・
科
挙
準
土
が
、
後
に
は
進
土
・
科
貢
(
奉
人
・
放
貢
監
生

γ
吏
員
が
三
途
と
呼
ば
れ
た
が
、
明
初
の
一
時
期

を
除
い
て
そ
の
主
流
は
科
奉
進
士
で
あ
っ
た
。
特
に
宣
徳
以
後
、
そ
の
出
身
資
格
が
詮
濯
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
準
土
偏
重
の

(
1〉

風
は
盆
々
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
人
材
登
用
の
主
流
で
あ
り
、
将
来
の
大
官
を
輩
出
す
る
こ
の
科
奉
進
土
か
ら
、
さ
ら
な
る
選
抜
を
行
な
い
将

来
の
園
家
枢
要
の
官
と
な
る
べ
き
人
材
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
庶
士
ロ
士
制
で
あ
る
。
庶
吉
土
制
は
人
材
の
登
用
と
官
僚
と
し
て
の
活
用

の
聞
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
ひ
と
つ
の
人
材
留
保
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
ま
た
他
の
進
士
が
各
街
門
で
観
政
と

509 
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呼
ば
れ
る
質
務
研
修
を
行
な
う
の
に
針
し
、
特
別
の
待
遇
を
う
け
、
数
習
の
名
の
も
と
に
皐
問
的
素
養
を
積
む
機
舎
を
輿
え
ら
れ
、
後
に
は
清

要
の
官
で
あ
る
翰
林
官
へ
の
遁
が
聞
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
貼
か
ら
、
庶
士
口
土
が
エ
リ
ー
ト
中
の
エ
リ

ー
ト
と
栴
せ
ら
れ

る
の
も
、
ま
た
首
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。
質
際
、
庶
士
口
士
か
ら
翰
林
官
と
な
り
、
内
閣
大
皐
士
を
は
じ
め
と
す
る
園
家
極
要
の
官
と
な
る
例

は
多
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
庶
吉
土
と
な
っ
た
者
全
て
が
こ
の
よ
う
な
径
路
を
辿
る
と
は
限
ら
な
い
。
官
僚
の
人
事
に
お
い

て
は
、
本
人
の
能
力

・
資
質
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
時
の
官
界
の
状
況
や
人
脈
等
の
要
素
が
複
雑
に
絡
み
あ
う
の
が
通
例
で
あ
る
も
の
の
、
庶

吉
士
の
な
か
に
は
そ
れ
以
前
の
段
階
、
す
な
わ
ち
散
館
と
呼
ば
れ
る
授
官
の
段
階
で
、
す
で
に
こ
の
翰
林
官
へ
の
道
か
ら
除
外
さ
れ
る
例
も
多

く
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
必
要
政
が
確
保
で
き
れ
ば
事
足
り
る
園
家
の
側
の
論
理
を
も
と
と
す
る
人
材
活
用
に
お
け
る
峻
別
の
結
果
と

い
え
よ
う
が
、
そ
れ
な
ら
ば
除
外
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
庶
吉
土
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

い
か
な
る
一意
味
を
も

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
面
か
ら
の
み
見
れ
ば
、
庶
士
口
士
を
エ
リ

ー
ト
と
み
る
こ
と
に
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
存
在
を
も
含
め
て
一
律
で
な

け
る
庶
士口
士
に
よ
る
散
館
請
願
を
中
心
に
、

そ
れ
に
至
る
ま
で
の
庶
吉
士
制
と
そ
の
質
態
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

- 48ー

い
庶
吉
土
像
を
描
き
だ
し
て
こ
そ
、

は
じ
め
て
庶
吉
土
制
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
成
化
元
年
に
お

散
館
請
願
の
概
要

ま
ず
成
化
元
年
の
散
館
請
願
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

『
園
朝
典
葉
」
巻
六
五
「
翰
林
院
附
庶
士
口
士
」
成
化
元
年
十
二
月
の
項
に
次
の
よ
う

に
あ
る
。

(
2
)
 

庶
吉
土
計
雌
等
を
改
め
て
各
街
門
に
槻
政
せ
し
む
。
正
統
よ
り
以
来
、
選
ぶ
所
の
庶
士
口
土
は
内
閣
、
製
土
二
員
を
奏
請
し
、
翰
林
公
明
者
に

お
い
て
数
習
せ
し
む
。
租
宗
の
時
の
文
華
堂

・
文
淵
閣
の
哲
規
と
は
同
じ
か
ら
ず
。
内
閣
、
月
を
按
じ
て
考
試
し
て
そ
の
高
下
を
第
し
、

以
て
去
留
の
地
と
な
す
。
ま
さ
に
三
年
に
及
ば
ん
と
す
れ
ば
散
館
を
逝
求
し
、

ま
た
準
修
を
以
て
事
と
な
さ
ず
。
こ
こ
に
至
り
て
庶
吉
土

相
率
い
て
内
閣
に
入
り
て
散
館
を
請
う
。

大
息
土
李
賢
調
い
て
日
く
。

数
養
未
だ
久
し
か
ら
ず
。
奈
何
ぞ
漣
か
に
入
仕
せ
ん
と
欲
す
る



ゃ
、
と
。
計
躍
、
撃
を
抗
げ
て
封
う
。
公
、
何
慮
よ
り
教
養
来
た
る
や
、
と
。
賢
こ
れ
を
責
め
れ
ば
則
ち
日
く
。
吾
輩
の
数
習
、
例
と
し

あ
た

て
三
年
に
該
る
と
雄
も
、
己
に
一
年
を
焼
却
す
、
と
。
笑
未
の
春
、
閣
の
災
す
る
の
故
を
い
う
な
り
。
賢
怒
り
、
旨
を
請
い
て
各
衛
門
に

分
散
し
て
親
政
せ
し
め
、
尋
い
で
躍
に
南
京
刑
部
主
事
を
授
く
。

ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
は
『
殿
閣
調
林
記
』
巻
一

O
「
公
署
」
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
評
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

よ
り
ど
ζ
ろ

(
計
)
躍
の
言
、
不
恭
に
近
し
と
雄
も
、
然
れ
ど
も
稽
な
き
者
と
は
謂
う
べ
か
ら
ず
。

計
躍
を
は
じ
め
と
す
る
庶
吉
士
数
名
が
徒
黛
を
組
ん
で
時
の
内
閣
首
輔
李
賢
に
散
館
を
願
い
出
た
が
、
そ
の
こ
と
自
瞳
は
も
と
よ
り
、
交
渉

に
お
い
て
の
言
酔
も
常
軌
を
逸
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
請
願
と
い
う
よ
り
強
硬
な
抗
議
行
動
と
で
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
針

し
て
李
賢
は
一
旦
拒
否
す
る
姿
勢
を
示
し
つ
つ
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
制
裁
を
こ
め
て
彼
ら
を
各
街
門
に
観
政
に
出
し
、
の
ち
首
謀
者
計
躍
を
南

京
刑
部
主
事
に
任
じ
た
。
以
上
が
事
の
顛
末
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
一
連
の
動
き
に
は
種
々
の
要
因
が
見
出
さ
れ
る
が
、

- 49ー

ま
ず
は
庶
吉
土
計
薩
の
側
に
あ
る
事
情
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
計
躍
に

『
進
士
題
名
碑
録
』
に
よ
れ
ば
、
江
西
儀
州
府
浮
梁
鯨
の
人
、
民
籍
の
出
身
で
あ

(
3〉

(
4〉

る
。
天
順
六
年
郷
試
に
合
格
し
た
が
、
次
年
二
月
に
議
定
さ
れ
た
禽
試
は
試
院
の
火
災
の
た
め
八
月
に
延
期
さ
れ
、
ま
た
殿
試
も
憲
宗
成
化
一
帝一

(

5

)

 

の
即
位
の
年
に
あ
た
り
、
天
順
一
帝
の
遺
旨
も
あ
っ
て
八
年
三
月
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
こ
に
通
例
に
比
し
て
一
年
聞
の
空
白
を
生
じ
る
こ
と
に
な

つ
い
て
は
諸
書
に
俸
が
な
く
詳
細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

っ
た
の
で
あ
る
。
時
に
朕
元
彰
数
・
楊
眼
呉
銭
・
探
花
羅
環
の
一
甲
進
士
及
第
三
名
に
加
え
、
二
甲
進
士
出
身
七
五
名
、
三
甲
同
準
土
出
身
一

(

6

)

 

六
九
名
の
合
格
者
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
一
甲
三
名
が
例
に
な
ら
っ
て
翰
林
院
修
撰
・
編
修
に
鐙
注
さ
れ
る
と
同
時
に
、
計
躍
を
含
む
一
九
名

が
庶
吉
土
に
選
放
さ
れ
、
他
の
進
土
に
比
し
て
庶
吉
士
と
し
て
別
格
の
待
遇
を
輿
え
ら
れ
、
太
常
寺
少
卿
粂
侍
讃
拳
土
劉
定
之
と
翰
林
皐
土
問

(
7〉

漕
の
教
習
、
華
蓋
殿
大
築
士
李
賢
に
よ
る
考
査
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
た
と
こ
ろ
で
は
試
院
の
火
災
を
除
い
て
と

り
た
て
て
問
題
と
す
べ
き
も
の
は
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
、
計
躍
の
行
動
の
ひ
と
つ
の
契
機
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
成
化
元
年
八
月

に
お
け
る
同
期
の
庶
吉
士
二
ハ
名
の
散
館
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
李
東
陽
以
下
五
名
が
翰
林
院
編
修
、
呉
希
賢
が
検
討
、
劉
淳
が
中
室
田
舎
人
、

511 
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(

8

)

 

張
敷
華
等
九
名
が
各
部
主
事
に
任
じ
ら
れ
、
計
膿
等
三
名
の
み
が
そ
の
封
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
そ
の
時
期
は
蛍
時
通

念
と
し
て
あ
っ
た
数
習
期
間
三
年
の
半
ば
に
満
た
な
い
庶
吉
士
選
抜
よ
り
わ
ず
か
一
年
五
ヶ
月
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
試
院
の
火
災

に
よ
る
空
白
の

一
年
を
暗
黙
の
う
ち
に
加
算
す
る
と
い
う
異
例
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
計
躍
等
が
同
期
の
庶
吉
土
と

同
等
の
慮
置
を
求
め
、
こ
と
さ
ら
に
空
白
の

一
年
を
問
題
と
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
し
て
次
年
に
議
定
さ
れ
る
科
翠
に
と

も
な
う
新
庶
吉
土
の
選
抜
を
目
前
に
控
え
て
い
て
は
、
計
躍
等
に
も
は
や
猶
議
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

次
に
李
賢
に
つ
い
て
み
よ
う
。

李
賢
は
河
南
部
州
の
人
、

宣
徳
八
年
二
甲
の
準

士
、
正
統
の
開
吏
部
各
司
で
主
事
・
郎
中
を
歴
任
し
た
の

ち
、
景
泰
初
め
に
上
疏
し
た
「
正
本
十
策
」
が
認
め
ら
れ
丘
一部
侍
郎
に
抜
擢
さ
れ
た
。
戸
部
・
吏
部
侍
郎
を
程
て
、
英
宗
復
鮮
の
天
順
元
年
、

(9
)
 

翰
林
間
学
士
を
粂
任
し
て
文
淵
閣
大
祭
土
と
な
り
、
一
時
期
を
除
い
て
成
化
二
年
十
二
月
に
死
亡
す
る
ま
で
機
務
に
参
預
し
た
。
正
統
帯
の
北
征

に
従
い
、
股
還
し
て
の
ち
景
泰
一帝
一
の
抜
擢
を
う
け
な
が
ら
も
、
英
宗
復
貯
後
に
景
泰
聞
の
内
閣
大
率
土
が
一
一
挙
排
除
さ
れ
る
な
ど
の
粛
清
を
含

め
た
一意
国
的
人
事
が
断
行
さ
れ
る
な
か
に
あ
っ
て
内
閣
大
皐
士
に
任
用
さ
れ
る
な
ど
、
時
局
の
推
移
に
巧
み
に
割
腹
し
た
存
在
で
あ

っ
た
。
そ

- 50ー

れ
は
ま
た
『
明
史
』
巷
一
七
六
「
李
賢
惇
」
の
賛
に
、

三
楊
よ
り
以
来
、
君
を
得
た
る
は
賢
に
如
く
は
な
し
。
然
れ
ど
も
部
署
よ
り
知
を
景一
帝
に
結
び
、
侍
郎
に
超
擢
さ
る
。
し
か
る
に
著
す
所

の
書
は
か
え
っ
て
景一
帝
を
謂
い
て
荒
涯
と
な
す
。

と
、
名
相
と
し
て
の
評
と
と
も
に
、
そ
の
節
の
な
さ
を
暗
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
ま
た
李
賢
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
内
閣

大
泉
士
と
し
て
の
資
格
で
あ

っ
た
。
内
閣
制
の
確
立
期
に
あ

っ
て
は
入
閣
に
際
し
て
そ
の
出
身
鰹
歴
は
さ
ほ
ど
問
題
と
さ
れ
な
か

っ
た
が
、
正

統
以
後
は

一
甲
な
い
し
庶
吉
士
か
ら
翰
林
官
の
経
歴
を
も
つ
こ
と
が
、
そ
の
資
格
と
し
て
認
知
さ
れ
た
。
こ
れ
は

一
部
を
除
い
て
踏
襲
さ
れ
る

(
叩
)

と
こ
ろ
と
な

っ
た
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
景
泰

・
天
順
聞
は
迎
立
の
功
や
奪
門
の
功
も
あ

っ
て
例
外
的
存
在
が
多
出
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

李
賢
は
こ
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で
内
閣
で
筆
頭
の
位
置
を
占
め
た
の
は
彼
だ
け
で
あ
っ
た
。

「公
、
何
慮
よ
り
数
養
来
た

る
や
」
と
い
う
計
曜
の
言
は
、
こ
の
よ
う
な
李
賢
の
経
歴
を
も
と
に
渡
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
不
信
任
の
表
明
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ



(
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は
計
躍
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
同
期
の
庶
士
口
土
劉
大
夏
・
張
敷
華
が
翰
林
官
へ
の
就
任
を
拒
否
し
た
こ
と
で
も
窺
い
知
れ
よ
う
。
す
な
わ

ち
、
嘗
時
李
賢
の
擢
勢
に
阿
る
風
潮
の
な
か
で
、
あ
く
ま
で
も
不
信
任
感
を
も
っ
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
計
膿
等
の
行
動
も
そ
の

一
端
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、
計
躍
・
李
賢
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
『
翰
林
記
』
が
計
薩
等
の
行
動
を
「
稽
な
き
者
と
は
調
う
べ
か
ら
ず
」
と
す
る
の
は
、
決
し
て

こ
れ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
た
だ
個
人
的
な
問
題
の
み
で
は
な
く
、
『
園
朝
典
業
』
が
前
言
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の

租
宗
洪
武
・
永
繁
期
と
の
制
度
的
麗
質
、
教
習
制
と
そ
の
期
間
の
も
つ
意
味
、
ま
た
散
舘
の
寅
態
等
、
庶
士
口
土
制
そ
の
も
の
に
内
包
さ
れ
る
問

題
を
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
項
を
改
め
て
こ
れ
ら
の
黙
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

庶
士
ロ
士
制
の
沿
革

今
、
禽
試
の
後
、
庶
吉
士
を
考
濯
す
。

人
の
、

文
皇
一
帝
永
築
甲
申
(
二
年
)
科
に
二
十
八
人
を
取
り
て
以
て
列
宿
に
麿
ず
る
に
始
ま
り
、
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『
蔦
暦
野
獲
編
』
巻
一

O
「
選
庶
吉
土
之
始
」
に
は
失
の
よ
う
に
い
う
。

相
俸
え
て
己
に
久
し
、
と
謂
う
も
、
而
れ
ど
も
寛
め
る
に
然
ら
ず
e

太
租
洪
武
四
年
、
科
を
聞
き
て
土
を
取
り
、
六
年
笑
丑
に
至
り
、
叉

た
嘗
に
合
同
試
す
べ
き
に
、
詔
し
て
命
じ
て
こ
れ
を
罷
め
し
め
、
特
に
河
南
の
事
人
張
唯
等
四
名
・
山
東
の
翠
人
王
理
等
五
名
を
選
び
、
倶

に
翰
林
院
編
修
を
授
け
、
賛
善
大
夫
宋
糠
・
桂
彦
良
等
に
命
じ
て
数
習
せ
し
む
。
こ
れ
即
ち
庶
常
を
選
考
す
る
は
、
こ
こ
に
権
輿
す
。

沈
徳
符
は
洪
武
六
年
を
も
っ
て
庶
吉
士
制
の
創
始
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
時
の
朕
況
を
よ
り
具
盟
的
に
述
べ
る
の
は
『
殿
閣
詞
林
記
』

巻
一

O
「
文
筆
」
で
あ
る
。

洪
武
六
年
、
文
華
堂
を
禁
中
に
聞
き
、
以
て
儲
材
の
地
と
魚
す
。
詔
し
て
郷
貢
の
摩
人
の
年
少
く
俊
異
な
る
者
を
揮
び
て
、
そ
の
中
に
簿

業
せ
し
む
。
:
:
:
賛
善
大
夫
宋
糠
・
正
字
桂
彦
良
等
に
詔
し
、
分
か
ち
て
こ
れ
を
敬
え
し
む
。
:
:
:
聴
政
の
暇
、
楓
ち
堂
中
に
幸
し
、
そ

光
椋
に
命
じ
て
日
ご
と
に
細
棋
を
給
せ
し
め
、
食
毎
に
皇
太
子
・
親
王
迭
り
て
主
と
漏
り
、
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の
文
を
取
り
て
親
ら
優
劣
を
評
す
。

(
張
〉
唯
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等
左
右
に
侍
食
す
。
多
夏
、
衣
及
び
金
の
弓
矢

・
鞍
馬
を
賜
い
、

寵
錫
甚
だ
厚
し。

澱
の
輩
、

啓
姐
を
司
る
と
雄
も
、

諸
生
を
顧
み
る

に
、
皆
上
の
親
ら
敬
う
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
敢
え
て
師
道
を
以
て
自
居
せ
ず
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
禁
中
に
文
筆
堂
を
開
設
し
て
「
儲
材
の
地
」
と
な
し
、
人
材
を
選
抜
し
て
数
習
を
う
け
さ
せ
た
が
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て

洪
武
一
一
帝
が
直
接
に
開
興
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
嘗
時
は
、
明
朝
が
安
定
期
に
は
い
り
官
僚
機
構
の
充
貫
を
め
ざ
し
、
人
材
登

用
の
面
に
お
い
て
も
従
来
の
薦
傘
か
ら
因
子
監
・
科
事
に
そ
の
比
重
を
移
す
時
期
に
あ
た
る
。

こ
こ
に
科
皐
は
四
年
以
降
三
年
連
績
の
質
施

(
連
試
三
年
〉
が
計
量
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
も
五
年
の
郷
試
終
了
後
、

突
然
中
止
さ
れ
た
。

そ
れ
は
科
摩
準
土
の
行
政
貫
務
権
嘗
に
依

陥
が
露
呈
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
黙
は
監
生
に
も
通
じ
て
い
え
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
監
生
に
劃
し
て
は
そ
の
資
格

を
も
っ
て
各
街
門
で
貫
務
研
修
を
行
な
う
、

い
わ
ゆ
る
監
生
歴
事
制
が
洪
武
五
年
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
み
る
文
筆
堂
数

習
も
科
事
と
闇
子
監
と
い
う
ち
が
い
に
よ
り
そ
の
待
遇
に
異
な
り
を
も
っ
と
は
い
え
、
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
登
用
し
た
人
材
を
た
だ
ち
に
貿
務
官
に
任
命
せ
ず
、
そ
の
聞
に
研
修
期
聞
を
設
け
る
方
式
は
、
洪
武
一
八
年
の
科
挙

再
開
後
に
も
踏
襲
さ
れ
、
進
士
槻
政
制
を
生
み
だ
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
人
材
を
留
保
し
敬
習
を
う
け
さ
せ
る
と
い
う
意

(

ロ

)

味
に
お
い
て
は
、
後
代
の
庶
吉
士
制
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
文
華
堂
数
習
を
し
て
庶
士
口
士
制
の
萌
芽
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
こ
の
文
筆
堂
で
数
習
を
行
な
っ
た
者
が
い
か
な
る
名
稽
で
呼
ば
れ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
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庶士口
士
の
名
稽
が
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
洪
武

一
八
年
の
科
奉
再
開
時
で
あ
る
。
時
に
洪
武
帝
は

一
甲
三
名
を
は
じ
め
と
す
る
進
士
数
人

に
翰
林
院
編
修
等
の
官
を
授
け
た
の
ち
、

そ
の
諸
進
士
、
上
そ
の
未
だ
更
事
せ
ざ
る
を
以
て
こ
れ
を
優
待
せ
ん
と
し
、
こ
れ
を
し
て
諸
司
に
翻
政
せ
し
め
、
給
す
る
に
出
身
す
る
と

こ
ろ
の
緑
米
を
以
て
す
。
そ
の
政
世
に
諸
練
す
る
を
侯
ち
て
然
る
後
に
こ
れ
を
擢
任
す
。
そ
の
翰
林
院

・
承
敷
監
等
の
近
侍
街
門
に
在
り

し
者
は
、

番
組
庶
常士口
士
の
義
を
采
り
て
、
倶
に
稽
し
て
庶
士
口
士
と
な
す
。
そ
の
六
部
及
び
諸
司
に
在
り
し
者
は
な
お
進
士
と
稽
す
。

(

日

)

と
あ
る
よ
う
に
、

授
官
後
に

一
豆
そ
れ
を
凍
結
す
る
形
で
各
街
門
に
観
政
さ
せ
、

そ
の

一
部
の
近
侍
街
門
配
属
者
を
庶
吉
士
と
呼
ん
だ
の
だ



が
、
こ
れ
は
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
洪
武
二
一
年
、

(

M

)

 

た
こ
と
も
あ
り
、
庶
吉
士
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
承
敷
監
等
に
配
属
さ
れ
る
ご
く
一
部
に
限
定
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
残
る
洪
武
時
代
に
お
い

て
は
、
解
揺
が
中
書
庶
土
日
土
と
呼
ば
れ
る
例
を
み
る
と
は
い
え
、
庶
士
ロ
土
に
つ
い
て
具
瞳
的
に
検
誼
し
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

庶
士
口
士
制
が
、
翰
林
官
に
鐙
注
さ
れ
る
一
甲
三
名
を
除
く
、
未
だ
授
官
さ
れ
て
い
な
い
こ
・
三
甲
出
身
者
を
封
象
に
選
抜
し
、
数
習
を
行
な

一
甲
第
一
名
は
修
撰
、
第
二
・
三
名
は
編
修
に
詮
注
さ
れ
る
こ
と
が
確
定
し

う
と
い
う
基
本
的
形
態
を
確
立
し
た
の
は
、
永
繁
二
年
で
あ
っ
た
。
靖
難
の
襲
に
よ
っ
て
通
例
よ
り
一
年
遅
れ
て
貫
施
さ
れ
た
永
繁
二
年
の
科

奉
は
、
永
柴
新
政
権
に
と
っ
て
、
政
権
の
安
定
を
誇
示
し
て
人
心
を
牧
撹
し
、
か
つ
新
政
擢
下
で
の
官
僚
群
を
創
出
す
る
と
い
う
重
要
な
一
意
味

を
も
っ
て
い
た
。
新
政
権
に
よ
る
人
材
吸
牧
の
意
欲
は
、
舎
試
下
第
者
に
劃
し
て
翰
林
院
が
考
試
し
謹
書
事
人
と
し
て
採
用
す
る
例
に
み
る
こ

と
が
で
き
る
が
、

こ
こ
に
い
う
庶
吉
土
の
選
抜
も
そ
の
針
象
が
準
士
と
な
る
と
は
い
え
、

科
翠
試
験
の
結
果
に
劃
し
て
副
次
的
選
抜
が
な
さ

れ
、
科
奉
の
補
充
と
充
買
を
は
か
る
と
い
う
黙
で
は
、
ま
さ
に
同
列
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
て
『
太
宗
貫
録
』
巻
二
九
、

永
繁
二
年
三
月
己
酉
の
僚
に
よ
れ
ば
、
こ
の
庶
吉
土
選
抜
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

吏
部
、
準
土
曾
祭
等
に
官
を
授
け
ん
こ
と
を
奏
す
。

命
じ
て
第
一
甲
曾
繁
を
翰
林
院
修
撰
と
な
し
、
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周
述

・
周
孟
簡
は
倶
に
編
修
と
な

す
。
な
お
命
じ
て
第
二
甲
に
お
い
て
文
皐
優
等
の
楊
相
等
五
十
人
、
及
び
書
を
善
く
す
る
者
湯
流
等
十
人
を
揮
び
、
倶
に
翰
林
院
庶
士
口
士

と
な
し
、
な
お
皐
を
準
め
し
む
。
第
三
甲
方
調
等
二
十
人
を
擢
げ
て
行
人
司
行
人
と
な
し
、
儀
は
諸
司
に
翻
政
せ
し
む
。

こ
の
年
か
ら
記
述
を
始
め
る
『
翰
林
記
』

「
庶
吉
土
題
名
」
は
五

O
名
の
名
を
あ
げ
る
(
表
1
〉。

こ
れ
に
よ
れ
ば
二
甲
の
み
な
ら
ず
三
申
出
身

者
を
も
含
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
庶
吉
土
と
し
て
翰
林
院
に
お
い
て
進
撃
す
る
者
が
選
ば
れ
た
が
、
こ
の
う

ち
二
五
名
(
後
に
周
悦
を
加
え
て
二
六
名
)
は
明
年
正
月
第
二
次
の
選
抜
を
う
け
、
一
甲
三
名
と
と
も
に
禁
中
文
淵
閣
で
準
拳
す
る
こ
と
と
な
っ

(

日

)

(

時

)

た
。
線
計
二
八
名
〈
交
際
に
は
二
九
名
)
が
選
抜
さ
れ
た
の
は
二
八
宿
に
な
ぞ
ら
え
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
一
次
選
抜
の
庶
吉
士
に
お
い
て

(

げ

)

(

叩

坤

〉

『、氷
山栄
大
典
』
等
の
編
纂
に
掘
る
者
が
多
く
、
ま
た
三
ヶ
月
に
し
て
給
事
中
と
し
て
散
館
す
る
者
が
現
わ
れ
る
な
ど
、

t主

一
部
に
槻
政
準
土
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的
色
彩
を
残
し
て
い
た
の
に
射
し
、
こ
の
文
淵
閣
準
皐
は
文
筆
堂
数
習
の
停
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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表 1 永繁 2年rn、吉士一究

庶吉土名 | 官h 考

1 楊 相直言11

議ii主議重濯議 韓童書i関霊ZT時EL:土;鐙:法;〕:; 

2 王
3 王

45 童余手 汝皐 婆告書

二二甲甲

講堂 永永祭型経13岡年三 数刑刑市部部主主(図事司王靭((典翰翰林書材記、記記〉 ・-庶a吉吉土士鐙題法名〉〉二甲

二二甲甲

二ニ甲甲

瑚調自E主i軍集永永繁繁150年年 修刑撰部主(沓事京(翰詞林林志記〉・庶吉土鐙法〉13 庚
二二二甲甲甲14 王

永永祭繁55年年 修修撰撰 ((替欝京京詞詞林林志志〉〉15 余
16 湯 流

二二甲甲

雑Z割自草重i量;;;2需iij器iii霊
17 g~ 

!民l頂
18 楊ヨ洪ロ王 二二=甲甲甲19 

勉紳20 
21 章倣

永護祭1i霊0年 刑臨郡主E事ii〔轄翰林記 庶寵古土襲鐙法j〉22 李時勉 文淵閣
23 侃維哲

文文淵淵閣閣24 陳敬宗
25 亥添藤 文淵閣進拳
26 周伐 文淵閣進皐 刑部主事(翰林記 ・庶吉土題名〉

222798 粛林李江 省昌 身政棋

30 銭

31 杜 欽昇正 永祭2年5月 給事中(園朝典奨〉32 王
永型経2年 5月 給事中(圏靭典紫〉33 糞郎徐 惟

34 慶~ζ -・35 

永祭 2年 5 月 給事中 (園靭典~)

永祭2年 5月 給事中(図靭典奨〉
39 田

永祭2年5月 給事中(図靭典奨〉40 周玉
刑部主事(翰林記 ・庶吉士題名〉

4442 3 4 孤祭 永祭2年5月 給事中(園都典奨〉

45 粛 兵部主事(翰林記 ・庶吉士題名)

444678 孫泳喰鎗 子 順成良蓬
兵部郎中(翰林記 ・庶吉士題名〉

49 則
50 白

註〉・ 『翰林記.!l r庶吉土題名」による。
・人名に誤りがある場合は「進土題名碑録」によって訂正する。
・備考欄の( )内は出典史料である。なお，数種の史料に記事があり，それに異
なりがある場合には最も適切であると考えられるものによった。
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汝
等
千
百
人
中
よ
り
簡
抜
さ
れ
て
進
土
と
な
り
、
叉
た
準
土
中
よ
り
簡
抜
さ
れ
て
こ
こ
に
至
る
。
固
よ
り
皆
、
今
の
英
俊
な
り
。
然
ら
ば

嘗
に
志
を
遠
大
に
立
つ
べ
く
し
て
小
成
に
安
ん
ず
べ
か
ら
ず
。
:
:
:
朕
、
爾
を
任
ず
る
に
事
を
以
て
せ
ず
。
文
淵
閣
は
古
今
の
載
籍
の
牽

日
ご
と
に
閣
中
に
就
き
て
爾
の
玩
索
を
恐
に
し
、

己
に
買
得
す
る
に
務
む
れ
ば
、
園

そ

む

〈

川

口

)

家
将
来
、
皆
爾
が
用
を
得
る
に
庶
か
ら
ん
。
自
ら
怠
り
て
以
て
朕
の
期
待
の
一
意
に
孤
く
べ
か
ら
ず
。

こ
の
文
淵
閤
準
向
筆
者
に
劃
す
る
永
梁
脅
の
言
葉
に
、
義
務
を
課
さ
ず
ひ
と
え
に
数
養
を
積
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
園
家
将
来
の
用
に
資
す
べ
き

人
材
を
育
成
し
よ
う
と
い
う
一
意
聞
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
彼
ら
に
は
月
毎
の
賜
物
を
は
じ
め
、
第
宅
や
外
出
の
際
の
校

尉
・
臨
従
が
整
え
ら
れ
る
な
ど
、
特
別
の
待
遇
が
興
え
ら
れ
、
ま
た
皇
帝一
自
身
に
よ
っ
て
そ
の
準
皐
吠
況
が
試
問
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

(

却

)

あ
る
。
特
に
こ
の
試
問
、

る
と
こ
ろ
に
し
て
、
爾
等
各
お
の
そ
の
緑
を
食
み
、

す
な
わ
ち
皇
帝
親
試
は
、

先
の
文
華
堂
数
習
に
お
い
て
「
(
宋
)
糠
の
輩
、
啓
迫
を
司
る
と
雌
も
、

諸
生
を
顧
み
る

わ
め
て
近
侍
性
の
強
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

に
、
皆
上
の
親
ら
敬
う
る
と
こ
ろ
に
し
て
、
敢
え
て
師
道
を
以
て
自
居
せ
ず
」
と
あ
っ
た
の
と
同
じ
く
、
彼
ら
が
皇
帝
を
直
接
の
師
と
す
る
き

こ
こ
に
み
た
永
繁
二
年
の
庶
吉
土
選
抜
、

文
淵
閣
準
筆
、

特
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に
そ
の
待
遇
は

後
代

「永
祭
甲
申
の
例
」
と
し
て
庶
士
口
士
制
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
。

加
え
て
こ
の
な
か
か
ら
翰
林
官
就
任
者
を
み
た
こ
と

t土

蓋
し
永
幾
よ
り
以
来
、
進
士
の
鐙
注
を
得
る
者
は
、
惟
だ
第
一
甲
の
み
に
し
て
、
二
甲

・
三
甲
は
必
ず
庶
吉
土
に
改
め
ら
れ
て
、
乃
ち
鐙

注
を
得
る
、
と
い
う
。

〈

幻

)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
の
ち
定
制
化
さ
れ
、
こ
こ
に
庶
吉
土
は

一
甲
三
名
に
並
ぶ
翰
林
官
の
出
身
径
路
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
二
・

甲
出
身
者
が
庶
士
ロ
土
と
な
る
こ
と
は
、

一
甲
三
名
と
同
等
の
径
路
を
歩
む
機
舎
を
得
る
こ
と
を
意
味
し
、
ま
た
庶
吉
士
を
擬
似
的

一
甲
と
み

な
す
こ
と
を
可
能
と
し
よ
う
。
と
も
あ
れ
こ
こ
に
、
準
土
か
ら
の
さ
ら
な
る
選
抜
、
そ
の
待
遇
、
将
来
の
翰
林
官
候
補
で
あ
る
こ
と
な
ら
び
に
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皇
帝
と
の
近
侍
性
も
あ
っ
て
、

永
繁
二
年
に
基
本
的
形
態
を
整
え
た
庶
吉
士
制
で
は
あ
る
が
、
永
楽
四
年
以
降
に
お
い
て
は
異
っ
た
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
永
祭

エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
庶
吉
士
像
が
っ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
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四
年
科
、
皇
帝一
の
北
京
巡
狩
の
た
め
に
延
期
さ
れ
た
九
年
科
、
以
下
二
二
年
ま
で
の
七
科
に
お
い
て
、
庶
吉
士
の
選
抜
は
あ
っ
た
が
、

四
年
科

の
段
階
で
す
で
に
文
淵
閣
準
皐
が
行
な
わ
れ
な
く
な
り
、
さ
ら
に
北
京
巡
狩
や
親
征
の
た
め
も
あ
っ
て
皇
帝
親
試
も
な
く
、
そ
の
近
侍
性
は
大

(

幻

〉

き
く
後
退
し
た
の
で
あ
る
。
政
権
の
安
定
に
と
も
な
い
新
た
な
課
題
を
か
か
え
る
永
祭
政
権
に
と
っ
て
、
人
材
登
用
な
ら
び
に
そ
の
一

環
で
あ

る
庶
吉
土
制
は
も
は
や
重
要
閲
心
事
で
な
く
な
っ

た
こ
と
に
よ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
九
年
科
以
降
で
は
、
従
来
園
子
監
生
の
資
格
で
翰

林
院
に
お
い
て
歴
事
し
て
い
た
謹
書
生
出
身
の
準
士
が
多
く
選
抜
さ
れ
る
な
ど
、
幅
庚
い
人
材
を
選
抜
す
る
と
い
う
初
志
に
は
程
遠
く
、
庶
吉

ハ
お
)

土
制
は
な
か
ば
機
械
的
に
運
用
さ
れ
る
だ
け
の
弛
緩
し
た
朕
態
に
陥
り
、
こ
の
傾
向
は
宣
徳
二
年
ま
で
績
い
た
の
で
あ
る
。

庶
吉
土
制
の
立
て
直
し
が
は
か
ら
れ
る
の
は
宣
徳
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
漢
王
高
向
山
の
凱
を
卒
定
し
、

(

M

)

 

が
よ
う
や
く
安
定
し
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ
っ

た
と
い
え
る
。

そ
の
事
後
虚
理
を
終
え
て
新
政
権

『
宣
宗
貫
録
』
巻
六
四
、
宣
徳
五
年
三
月
己
巴
の
傑
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

大
何
学
士
楊
土
奇
・
楊
築

・
金
幼
孜
に
命
じ
て
日
く
。
新
進
土
に
年
少
き
も
の
多
し
。

山
一
豆
に
志
を
古
人
に
有
せ
る
者
な
か
ら
ん

や
c

除
、
皇
祖
の
時
の
例
に
循
い
、
俊
秀
十
数
人
を
選
揮
し
て
翰
林
に
就
け
て
こ
れ
を
数
育
し
、
進
皐
勘
行
し
、
文
章
に
工
な
ら
し
め
、

そ
の
問
、
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以
て
他
日
の
用
に
備
え
ん
と
欲
す
。
卿
等
、
そ
の
人
を
察
し
、
及
び
そ
の
文
詞
の
優
な
る
者
を
選
び
て
以
聞
す
ベ
し
、
と
。
こ
こ
に
お
い

て
土
奇
等
、
薩
碕
・

途
端

・
葉
錫
・
陳
磯
・
林
補
・
王
振
・
許
南
傑
・
江
淵
の
八
人
を
選
び
て
以
聞
す
。
上
、
行
在
吏
部
に
命
じ
て
、
倶

に
改
め
て
庶
吉
土
と
篤
し
、
翰
林
に
迭
り
て
準
皐
せ
し
む
。
酒
撰

・
房
舎
を
給
し
、
月
ご
と
に
燈
油
・
紗
を
賜
う
こ
と
、
悉
く
永
柴
の
例

の
如
く
す
。
復
た
兵
部
に
命
じ
て
各
お
の
阜
隷
を
興
う
。

こ
こ
に
み
る
よ
う
に
宣
徳
五
年
科
に
お
い
て
は
、
待
遇
の
例
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
永
繁
二
年
鰻
制
へ
の
復
蹄
が
園
ら
れ
、
宣
徳
一帝
の
意
向

を
う
け
た
内
閣
に
よ
っ
て
、
新
進
士
の
な
か
か
ら
庶
吉
土
が
選
抜
さ
れ
た
。
加
え
て
同
年
に
は
、
永
祭
以
来
滞
留
す
る
奮
庶
土
口
土
三

O
名
を
事

(

お

)

買
上
庶
吉
土
の
枠
か
ら
除
外
し
、
ま
た
八
年
に
は
、
通
例
の
三
月
の
み
な
ら
ず
一
一
月
に
五
・
八
年
雨
科
の
準
土
を
針
象
に
再
選
抜
を
行
な
う

な
ど
、
庶
吉
士
制
に
劃
す
る
根
本
的
見
直
し
と
さ
ら
な
る
充
買
が
模
索
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
時
に
文
淵
閣
や
東
閣
へ

の

(

M

m

)

 

進
撃
の
例
を
含
み
つ
つ
、
以
後
緩
承
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
見
逃
し
え
な
い
の
は
、
宣
徳
五
年
か
ら
の
庶
吉
士
制
に
お
け
る
内



閣
と
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
永
繁
二
年
睦
制
に
お
い
て
は
そ
の
選
抜
な
ら
び
に
準
皐
朕
況
の
試
聞
に
お
い
て
、
常
に
皇
帝
が
直
接
に
開

興
す
る
、
き
わ
め
て
近
侍
性
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
宣
徳
五
年
以
降
に
あ
っ
て
は
形
式
的
に
皇
帝
の
一
意
一
向
を
う
け
る
と
は
い
え
、

内
閣
が
機
関
と
し
て
庶
吉
士
制
を
主
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
閣
主
導
瞳
制
は
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
の
数
習
期
間
に

お
け
る
考
試
制
度
と
そ
の
判
定
が
す
べ
て
内
閣
に
委
ね
ら
れ
た
貼
に
そ
の
願
著
な
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
も
そ
も
は
宣
徳
期
以
来

の
内
閣
制
の
確
立
が
色
濃
く
反
映
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
後
に
翰
林
院
と
内
閣
の

ハ
幻
)

と
も
す
れ
ば
「
内
閣
植
黛
の
地
」
と
み
な
さ
れ
、

一
甲
三
名
と
な
ら
ぶ
翰
林
院
の
出
身
径
路
で
あ
っ
た
庶
士
口
土
は
、

関
係
が
固
定
化
す
る
と

ま
た
庶
吉
士
自
身
に
と
っ
て
は
、
時
の
内
閣
の
動
向
こ
そ
が
自
ら
の
散
館
ひ
い
て
は
官
僚
人
生
の
第
一
歩
を
決
定
す
る
も
の
と
認
識
せ
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
こ
と
を
、
附
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

庶
吉
士
制
の
本
来
の
目
的
は
、
進
士
の
な
か
か
ら
遁
嘗
な
人
材
を
選
抜
し
、

に
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
留
保
の
期
聞
に
庶
吉
土
は
、
他
の
進
士
が
観
政
の
名
の
も
と
に
賓
務
研
修
を
行
な
う
の
と
は
全
く
形
態
を
異
に

し
、
ひ
た
す
ら
園
家
将
来
の
大
計
を
論
ず
る
素
養
を
身
に
つ
け
る
べ
く
数
習
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
数
習
は
庶
士
ロ
士
制

一
時
的
に
留
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
育
成
を
は
か
る
こ
と
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数

習

と

散

館

の
員
髄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

庶
士
口
士
数
習
の
淵
源
は
、

や
は
り
洪
武
六
年
の
文
肇
堂
数
習
、
な
ら
び
に
そ
の
俸
統
を
ひ
く
永
繁
二
年
の
文
淵
閣
準
皐
に
求
め
る
こ
と
が
で

「準
間四千
」
「
讃
書
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
、
具
鐙
的
に
は
、
古
書
の
渉
獄
、
古
文
の
修
養
で
あ
っ
た
。
そ

き
る
。
時
に
数
習
の
内
容
は
「
簿
業
」

し
て
そ
の
睦
制
は、

519 

上
(
永
祭
帝
)
、

(

お

)

と
あ
り
、
麿
い
一
意
味
で
い
え
ば
皇
帝
の
監
視
下
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
先
に
あ
げ
た
永
繁
一
帝
一
の
言
葉
に
「
玩
索
を
怒
に
し
、
己
に
寅
得
す

一
日
左
右
に
命
じ
て
文
淵
閣
に
至
ら
し
め
、
庶
吉
土
の
講
習
す
る
や
否
や
を
揖
わ
し
め
、

一
一
そ
の
動
静
を
記
せ
し
む
。
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る
に
務
む
」
と
あ
っ
た
の
を
み
れ
ば
、
時
開
的
に
も
課
程
的
に
も
な
ん
ら
拘
束
の
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
さ
ら
に
嘗
時
の
数
習

優
劣
を
許
す
」
、

の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
み
る
べ
き
は
先
述
し
た
皇
帝
親
試
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
聴
政
の
暇
、
航
ち
堂
中
に
宰
し
、
そ
の
文
を
取
り
て
親
ら

ま
た
「
時
に
舘
に
至
り
て
召
試
す
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
決
し
て
定
期
的
に
行
な
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
内
容

(
m
m
〉

ま
た
「
奇
書

・
僻
事
」
の
類
が
題
材
と
な
る
な
ど
、

時
に
は
「
経
・
史

・
諸
子
の
故
買
」
、

的
に
も
時
に
は
作
文

・
作
詩
の
評
債
で
あ
り

定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
将
来
の
極
要
官
と
な
る
べ
き
人
材
の
育
成
を
目
的
と
す
る
限
り
に
お
レ
て
は
、
義
務
的
課
程
を
設

け
て
定
期
的
に
考
査
す
る
こ
と
な
ど
稜
想
さ
れ
ず
、
ま
た
そ
の
必
要
性
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
数
習
怯
制
が
可
能
で
あ

っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
皇
帝
親
試
に
代
表
さ
れ
る
皇
帝
と
の
近
侍
性
と
い
う
裏
づ
け
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、

こ
の
皇
一帝
と
の
近
侍
性
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
永
楽
四
年
以
降
、
こ
の
よ
う
な
教
習
鐙
制
は
十
分
に
機
能
し
え
ず
、
庶
士
口
士
制

弛
緩
の
一
因
と
な
り
、

ひ
い
て
は
多
く
の
滞
留
庶
吉
土
を
生
み
だ
す
も
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
い
。
宜
徳
五
年
の
庶
吉
士
選
抜
の
記
事
に
績
け
て
、

『
宣
宗
貫
録
』
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
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宣
徳
五
年
、
庶
士
ロ
土
制
に
内
閣
主
導
位
制
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
先
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
教
習
も
そ
の
影
響
を
う
け
た
こ
と
は

上
、
叉
た
(
楊
)
土
奇
等
を
顧
み
て
臼
く
。
後
生
の
進
皐
は
必
ず
や
前
輩
の
老
成
な
る
を
得
て
こ
れ
を
開
導
せ
し
め
ん
。
卿
等
日
び
に
左

右
に
侍
し
て
齢
聞
な
し
。
そ
れ
皐
士
王
直
を
し
て
こ
れ
が
師
と
な
し
、

嘗
に
提
督

・
数
訓
し
、
作
す
と
こ
ろ
の
文
字
も
亦
た
開
設

・
改
鼠

を
な
さ
し
め
ん
。
卿
等
或
い
は

一・

雨
月
、
或
い
は
三
月
に

一
た
び
こ
れ
を
考
閲
し
て
進
盆
あ
ら
し
め
よ
。
如
し一

・
二
年
に
し
て
怠
惰

に
し
て
成
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
則
ち
こ
れ
を
賭
け
よ
。

こ
れ
に
み
る
よ
う
に
、
翰
林
官
に
よ
る
数
導
は
従
来
と
か
わ
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
考
査
に
つ
い
て
は
内
閣
の
措
嘗
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
含
め
数
習
の
質
態
を
よ
り
具
践
的
に
述
べ
、

か
っ
そ
の
結
果
起
こ
る
べ
き
事
態
を
指
摘
す
る
の
は
、
次
の

『
殿
閣
詞
林

記
』
巻
一

O
「
公
署
」
の
記
事
で
あ
る
。

お
お
む
ね

正
統
以
来
、
公
署
に
あ
り
て
誼
書
せ
る
者
、
大
都
詞
章
に
従
事
す
。
内
閣
の
月
を
按
じ
て
考
試
す
る
は
則
ち
詩
文
各

一
篇
、
そ
の
高
下
を



第
し
、
掲
帖
を
具
し
て
名
氏
を
開
列
し
、
本
院
に
設
し
て
以
て
去
留
の
地
と
魚
す
。
卑
阻
な
る
者
を
し
て
多
く
奔
競
に
至
ら
し
め
、
士
山
あ

る
者
、
甚
し
く
は
或
い
は
謝
病
し
て
去
り
、
去
る
能
わ
ざ
る
者
は
多
く
病
と
稽
し
て
往
か
ざ
る
を
致
す
。
絡
に
三
年
に
近
く
な
ら
ん
と
せ

ば
、
則
ち
紛
然
計
議
し
て
解
館
を
選
求
す
る
は
、
最
も
笑
う
べ
き
な
り
。

す
な
わ
ち
、
庶
吉
土
に
は
詩
文
各
一
篇
の
制
作
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
内
閣
は
月
毎
に
そ
の
評
債
を
行
な
い
、
そ
の
結
果
は
逐
次
翰
林
院
に
各
個

人
毎
の
記
録
と
し
て
迭
ら
れ
保
管
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
皇
帝
親
試
が
あ
る
と
は
い
え
拘
束
性
の
な
い
数
習
瞳
制
と
は
全
く
異
質
の
考
試
制
度

が
、
庶
吉
土
制
に
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
考
試
に
よ
っ
て
出
さ
れ
る
成
績
は
、
ま
た
「
内
閣
、
月
を
按
じ
て
考
試

(

鉛

〉

し
、
成
放
あ
る
を
侯
ち
て
吏
部
に
迭
り
、
本
院
(
翰
林
院
)
弁
び
に
各
衛
門
の
職
事
に
詮
注
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
庶
士
口
士
散
館
の
剣
定
規
準
と

さ
れ
た
。
こ
の
た
め
数
習
の
目
的
は
古
文
の
修
養
に
あ
り
、
考
試
制
度
は
そ
の
準
捗
を
促
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
い
か
に
標
携
さ
れ
よ
う
と

も
、
現
貫
に
は
数
習
は
考
試
の
た
め
の
教
習
で
し
か
な
く
、
な
に
よ
り
考
試
の
成
績
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
散
館
に
の
み
関
心
を
梯
う
風
潮
が

(

M

U

)

 

醸
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
庶
吉
士
制
は
と
も
す
れ
ば
翰
林
官
と
な
る
た
め
の

一
段
階
と
し
て
の
み
と
ら
え
ら
れ
、
嘗
初
想
定
さ
れ
た
準

皐
意
欲
に
満
ち
た
人
材
か
ら
は
逆
に
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
に
さ
え
な
り
、

ま
た
敬
習
の
成
果
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
期
の
新
庶
士
口
土
が
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選
抜
さ
れ
る
三
年
を
在
舘
の
限
度
と
す
る
コ
二
年
求
仕
」
が
一
般
的
な
認
識
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
庶
吉
土
に
と
っ
て
散
館
が
重
大
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
宣
徳
五
年
以
後
の
内
閣
主
導
睦
制
は
こ
れ
を

一
層
助
長
し
た
と
い
え
る
が
、
庶
吉
士
に
と
っ
て
翰
林
官
に
就
任
し
う
る
か
否
か
は
も
と
よ
り
、

た
と
え
翰
林
官
以
外
で
あ
っ
て
も
初
任
の
官

職
と
そ
の
時
期
は
、
後
の
官
僚
人
生
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
以
下
、
庶
士
口
土
の
散
館
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。

桂
的
に
み
れ
ば
、

ま
ず
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
庶
吉
士
と
翰
林
官
と
の
関
係
で
あ
る
。
翰
林
官
就
任
者
の
出
身
を
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
(
表
2
)
。
こ
れ
を
綿

一
甲
三
名
の
翰
林
官
鐘
注
が
規
定
さ
れ
、

ま
だ
翰
林
官
へ
の
擢
用
が

一
定
の
方
式
に
よ
ら
な
か
っ
た
洪
武
期
は
別
と
し
て
、
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庶
吉
士
制
が
確
立
す
る
、
永
繁
以
降
、
翰
林
官
に
お
け
る

一
甲
な
い
し
庶
吉
士
出
身
者
の
占
め
る
割
合
は
高
く
な
り
、
特
に
成
化
以
後
、
こ
の
傾
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表2 翰林官出身ノレート

侍積率土翰林祭士

一 |一甲 |進土 |庶吉土 |他 |

洪武 o I 5 I 1 81 
永祭~天順 I13 I 4 I 14 I 1 

成化~正徳 I 6 I 0 | 9 ;。

侍講塁手土

:ljll;l 
侍講

編修

噌

i

η

L

A
U

FU
 

ハ
U

F
O

『
u

3

8

 

A

U

A
リ

nu

噌

i

| 一甲「瓦庶吉土 司

Ui--!ーに oI 1 41 
永紫~天I1頂' 8 1 I 12 2 I 

;成化~正徳 : 3 I 0 5 I 0 I 

侍読

|ー甲 |進士 |庶吉士 |他

蹴 I2 I 1 I 0 : 6 

永繁~天順 !10 I 1 I 12 : 2 

成化~正徳 ;10 I o i 8 ' 0 

検討

|一甲 l進士 |庶吉士 i他
|洪武 | o 
永祭~天I1贋 o

1成化~正徳 i0 

註〕・『翰林記J r庶吉土題名」及び「正官題名」による。

・就任期閲ではなく ，就任者の進士合絡年次による。なお r他」とする進土以外

の者は擢用年次による。
・時期区分は，庶吉士制の確立した永繁二年科から本稿で針象とする天I1原八年科を

ひとつにまとめ，それを中心に前後に分ける。

・進士とするのは，ー甲を除く ，二 ・三甲合格者を指す。
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向
が
願
著
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
永
築
以
後
の
各
官
に
つ
い
て
み
る
に
、
検
討
は
一
甲
の
就
任
封
象
と
な
ら
な
い
た
め
、

部
教
官
・
拳
人
が
擢
用
さ
れ
る
以
外
は
す
べ
て
庶
吉
士
出
身
者
で
あ
り
、
編
修
は
一
甲
第
二
・
三
名
と
二
甲
出
身
の
庶
吉
士
の
初
任
封
象
と
な

る
が
、
ほ
ぼ
同
教
な
い
し
後
に
は
字
数
以
上
が
庶
吉
土
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
。
修
撰
は
一
甲
第
一
名
が
鐙
注
さ
れ
る
の
み
で
、
永
築

二
年
の
庶
士
ロ
土
王
直
等
五
名
を
除
い
て
庶
吉
士
の
初
任
封
象
と
は
な
ら
ず
、

ま
た
そ
の
編
修
・
検
討
就
任
者
か
ら
の
陸
格
が
少
な
い
た
め
、
例

外
的
に
庶
吉
士
出
身
者
の
割
合
は
低
い
。
以
上
史
官
三
職
に
封
し
属
官
の
侍
讃
・
侍
講
は
一
部
外
官
か
ら
の
参
入
者
を
含
む
と
は
い
え
、

甲

と
庶
古
口
土
出
身
者
が
ほ
ぼ
同
教
で
全
鐙
の
大
部
分
を
占
め
、
入
閣
の
篠
件
で
も
あ
る
正
官
の
翰
林
皐
土
・
侍
讃
皐
士
・
侍
講
皐
土
も
ほ
ぼ
同
じ

よ
う
な
朕
態
で
あ
る
。
封
象
と
す
る
永
繁
二
年
か
ら
正
徳
一
六
年
ま
で
の
全
四
一
科
に
お
い
て
、
一
甲
は
一
二
三
名
、
庶
吉
土
は
一
六
七
名
、

天
順
八
年
ま
で
に
限
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
六
五
名
と
六
七
名
と
な
り
母
瞳
数
に
そ
れ
程
の
差
が
な
い
こ
と
を
み
れ
ば
、
庶
吉
士
は
一
甲
に
匹
敵
す
る

翰
林
官
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
庶
吉
士
を
擬
似
的
一
甲
と
い
い
う
る
所
以
は
こ
こ
に
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、

天
順
二
年
よ
り
、
李
賢
奏
し
て
纂
修
は
専
ら
準
土
よ
り
選
ば
ん
こ
と
を
定
む
。
こ
れ
よ
り
進
士
に
あ
ら
ざ
れ
ば
翰
林
に
入
ら
ず
、
翰
林
に
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あ
ら
ざ
れ
ば
内
閣
に
入
ら
ず
。
:
:
:
而
し
て
庶
吉
土
始
め
て
進
み
し
時
、
己
に
群
目
し
て
儲
相
と
な
す
e

(

沼

〉

(

お

〉

と
あ
る
よ
う
に
、
庶
吉
士
は
将
来
の
宰
相
、
内
閣
大
皐
土
と
目
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
翰
林
官
に
占
め
る
庶
土
ロ
士
の
割
合
に
劉
し
、
次
に
は
庶
士
ロ
士
か
ら
翰
林
官
と
な
り
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
(
表
3
Y
こ

れ
に
よ
れ
ば
、

各
科
に
お
け
る
庶
吉
土
の
選
抜
数
は
科
ご
と
に
一
定
せ
ず
、

ま
た
庶
吉
土
か
ら
翰
林
官
に
就
任
す
る
者
に
定
数
は
な
く
、
そ

の
全
庶
吉
士
に
劃
す
る
割
合
も
規
定
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
で
翰
林
院
史
官
三
職
の
定
員
は
、
洪
武
一
四
年
に
修

撰
は
三
人
、
編
修
・
検
討
は
そ
れ
ぞ
れ
四
人
と
さ
れ
た
が
、
往
々
に
し
て
員
数
が
そ
の
枠
を
越
え
、
つ
い
に
は
定
員
の
な
い
欣
態
と
な
っ
た
、

(

川

品

)

と
い
う
。

一
甲
三
名
の
修
撰
・
編
修
へ
の
就
任
は
一
定
し
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
、
特
に
編
修
・
検
討
の
員
数
の
増
減
は
、
庶
吉
士
の
散
館
敢

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

翰
林
官
へ
の
散
館
に
お
い
て
は
、
時
の
前
任
残
留
者
数
や
大
規
模
編
纂
事
業
の
有
無
等
が
考
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慮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
定
数
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
と
も
す
れ
ば
内
閣
に
よ
る
怒
一
意
的
決
定
の
絵
地
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
と
い
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府、吉土 散 館

総数
翰林官|その他

永祭2年 50 7 43 

永祭4年 13 。 13 

永祭9年 10 5 5 

永祭10年 4 。 4 

永祭13年 13 5 8 

永祭16年 10 6 4 

宣徳、2年 1 1 。
宣徳、5年 7 3 4 

宣徳8年(1) 3 1 2 

宣徳8年(2) 10 7 3 

正統元年 5 。 5 

正統13年 9 6 3 

景泰2年 10 9 1 

景泰5年 18 6 12 

天11頂4年 8 6 2 

天11頂8年 14 8 6 

庶吉土散館状況表3

注〉 ・「翰林記j) r庶吉土題名」及び 「正

官題名」による。

・永繁19年・ 22年について， u翰林記」

「庶吉土題名」は人名を翠げないの

で，ここではそれに従い除外する。

ただ，この商科からの翰林官就任者

が無いことは他史料で確認できる。

.その他の項には不明者も含む。

・宣徳8年(1)は同年 3月選，宣徳8年

(2)は同年11月における宣徳5・8年

雨科に射する再選抜を意味する。

え
よ
う
。
と
も
あ
れ
こ
こ
で
内
閣

主
導
鐙
制
と
な
っ
た
宣
徳
五
年
以

降
に
つ
い
て
み
れ
ば

正
統
元
年

に
は
翰
林
官
へ
の
就
任
者
が
全
く

な
く
、
逆
に
景
泰
二
年
に
は

一
O

名
中
九
名
と
九
割
に
の
ぼ
る
な
ど

の
例
を
含
み
つ
つ
も
、
少
な
く
て

四
割
、

多
く
て
七
割
、
卒
均
す
れ

ば
ほ
ぼ
五
割
五
分
の
比
率
で
庶
吉

- 62ー

土
か
ら
の
翰
林
官
就
任
者
を
み
た

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
は
た
し
て
安
嘗
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
論
評
し
え
な
い
が
、
少
な
く
と
も
庶
吉
土
と
な
っ
た
も
の
に
と
っ
て
、
そ

の
牢
数
が
翰
林
官
と
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
事
買
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
庶
吉
土
こ
そ
「
儲
相
」
と
呼
ば
れ
る
に
相
腰
し
い
存
在
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
み
る
べ
き
は
他
官
へ
の
散
館
を
除
儀
な
く
さ
れ
る
庶
吉
土
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
彼
ら
に
と

っ
て
、
翰
林

官
に
就
任
す
る
同
期
の
庶
吉
士
と
比
べ

て
の
散
館
の
時
期
は
も
と
よ
り
、
同
期
の
準
土
と
比
べ
て
の
初
任
の
官
職
と
そ
の
時
期
に
お
レ
て
、
庶

士口
土
で
あ
っ
た
こ
と
が
有
利
に
作
用
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

次
に
あ
げ
る
の
は
宜
徳
五
年
以
後
の
庶
士
口
土
選
抜
が
行
な
わ
れ

た
各
科
事
毎
に
、
進
士
(
庶
吉
土
を
含
む
)
の
初
任
の
官
職
と
時
期
を
『
貫
録
』
の
記
事
よ
り
採
録
し

一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
ハ
表
4
)
。

宣
徳
五
年
科
で
は
、
永
祭
以
来
の
冗
員
問
題
を
う
け
て
滞
留
す
る
永
繁
二
二
年
科
な
ら
び
に
「
蹄
郷
準
皐
」

ハ
お
)

す
る
こ
と
も
な
く
故
郷
で

一
時
待
機
を
強
い
ら
れ
て
い
た
宣
徳
二
年
科
の
進
士
の
慮
置
に
追
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
進
士
一
初
任
の
時
期
は
九

年

二一
月
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
宣
徳
八
年
以
後
は
次
第
に
前
倒
し
と
な
り
、
特
に
景
泰
聞
は
正
統

・
景
泰
の
交
代
を
う
け
て
の
避
任
の
風

「
依
親
」
の
名
の
も
と
に
翻
政
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潮
が
強
ま
り
、
逆
に
準
土
初
任
の
時
期
は
大
幅
に
早
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
初
任
の
官
職
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
従
七
品
の
結
事
中
・
正

七
品
の
監
察
御
史
・
正
六
品
の
各
部
主
事
が
主
た
る
劉
象
で
あ
っ
た
が
、
特
に
正
統
一
三
年
以
後
、
監
察
御
史
の
大
幅
な
増
加
が
み
ら
れ
る
。

こ
れ
は
監
察
御
史
が
そ
の
擢
用
に
お
い
て
従
来
の
監
生
主
流
か
ら
準
土
に
そ
の
比
重
を
移
し
た
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
た
よ
う
に
、
進
土
の

初
任
の
時
期
は
時
の
官
界
の
扶
況
に
よ
っ
て
決
し
て
一
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
庶
士
口
土
の
散
館
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え

る
。
特
に
翰
林
官
へ
の
散
館
は
、
宣
徳
五
年
科
の
五
年
六
ヶ
月
後
か
ら
、
宣
徳
八
年
科
以
後
は
正
統
元
年
科
の
例
を
除
き
二
年
六
ヶ
月
内
に
な

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
ひ
と
つ
に
同
期
の
準
土
の
初
任
時
期
に
連
動
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
こ
れ
に
よ
っ
て

「
三
年
求
仕
」
の
風
潮
が
固
定
化
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
翰
林
官
へ
の
散
館
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
向
じ
枠
内
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
表
で
は
、
便
宜
上
三
ヶ
月
毎
に
区
切
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
黙
が
明
確
に
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
す
べ

て
同
日
に
一
括
し
て
虚
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
例
に
劃
し
て
他
官
へ
の
散
館
を
み
る
と
、
正
統
元
年
科
ま
で
は
時
期
に
ば
ら

つ
き
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
も
正
統
二
二
年
・
景
泰
二
年
科
に
は
し
だ
い
に
牧
束
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
景
泰
五
年
科
か
ら
は
一
括
に
庭
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理
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
嘗
初
か
ら
一
括
し
て
行
な
わ
れ
た
翰
林
官
へ
の
散
館
に
、
あ
わ
せ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う。

こ
の
よ
う
な
献
況
に
あ
っ
て
、
翰
林
官
以
外
に
就
任
す
る
庶
吉
士
に
つ
い
て
み
る
に
、

比
較
し
て
早
い
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
散
館
の
時
期
は
、
他
の
同
期
の
進
土
と

ま
た
初
任
の
官
職
も
進
士
と
か
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
な
ど
、
決
し
て
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

一
定
の
教
習
期
聞
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
庶
吉
士
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
飲
員
の
有
無
な

ど
の
官
界
の
朕
況
に
よ
っ
て
そ
の
期
聞
に
融
通
性
を
も
っ
同
期
の
観
政
進
士
の
後
塵
を
奔
さ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
さ
え
起
こ
り
う
る
の
で
あ

か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

り
、
こ
こ
で
は
も
は
や
彼
ら
が
庶
士
口
士
で
あ
っ
た
こ
と
が
不
利
に
し
か
作
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
散
館
の
一
括
庭
理
に
含
ま

れ
な
か
っ
た
庶
吉
土
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
各
科
の
不
明
者
数
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
こ
の
不
明
者
の
な
か
に
は
、

『
貫
録
』
に
記
載
が
な
い
た
め
、
他
史
料
に
よ
っ
て
任
官
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
も
時
期
不
明
の
た
め
表
内
に
算
入
で
き
な
か
っ
た
者
、
ま
た
病

故
者
や
任
官
僻
退
者
を
含
む
と
は
い
え
、
任
官
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
終
っ
た
者
も
相
嘗
数
に
の
ぼ
る
と
み
ら
れ
る
。
回目
頭
に
あ
げ
た
天
順
八
年
科
の

525 
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表4 進士(庶吉士を含む)の初任官職とその時期

宣徳 5年

位手竺 l年 l 2 3 4 5 
以6上年

未満 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 
編 f~ ⑤ 
検 ~t ② 
給 事中 2 313 2 3 
監察御史 216 512 2 
各部主事 417 7 
行 人 l 1 

その他
l 5 1 

④ ① 

宣徳 8年 不明一進士25名・庶吉士3名 計28名

訟手竺 1年 l 2 3 4 5 
以6上年

未満 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 

編 修i ① 
検 M ③ 
給事中 12 214 l 

監察衛l史 l 

各部主事 16 514 212 1 1 l ① 

行 人 4 2 

その f也
1 13 14 2 2 

① 

正統元年 不明一進士11名・庶吉土5名 計16名

ぱ ?未1年満
l 2 3 4 5 6年

31 6 9112 3 61 9 12 3 61 9 121 3 61 9 121 3 61 9 12以上

キ稿 {嘩;

検 員寸

給 事中 3 3 l 

監察御史

各部主事
713 1 14 14 611 l 1 l l 

① 

イ'丁ー 人
2 l 1 l 

① ① 

そのイ也 4 211 l 1① 1 

正統13年 不明一進士23名・ 庶吉士7名 計30名

正要未l年満
l 2 3 4 d5

3! 6 
6年

3 61 9 12 3 61 9 121 3 61 9 121 3 61 9 以上

序扇 11多 ④ 

検 討一 ② 

給事中
811 111 l l 

⑦ ① 

監察御史 26 
916 5 1 l 

各部主事 ⑤ 

行 人 2① 

その他
l 
② 

不明一進士51名 ・庶吉土 7名 計58七
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景泰 2年

位苧竺未1満年 1 2 3 4 5 6年
3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 以上

編 M~ ⑥ 
検 ~t ② 
給事中 15 217 2 2 

監察御史 12 4 15 711 

各部主事
13 41 1 216 1 l 

① ⑤ 

行 人
7 
③ 

その f也 l 

景泰5年 不明一選土75名・庶吉士5名 計80名

よ苧!?未1満年
1 2 3 4 5 

以6上年
3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 

キ扇 fl萎 ④ 
検 長寸

給 事中 7 ⑥ 3 3 
監察御史 32 14 ⑦ 7 1 
各部主事 1 8 812 l 6 
行 人 3 
そ の 他 2 2 1 l 

天)1頃4年 不明一進士145名・庶吉士 l名 計146名

辻竺?1年 1 2 3 4 5 以6上年
未満 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 3 61 9 12 

車扇 官基 ③ 
検 討 ③ 
給 事中 21214 
監察御史 17 6 
各部主事 ④ 715 25 10 
行 人 21 1 l 

そ の f也 ② L 

不明一進士54名・ 庶吉士2名 計56名

註) ・史料は『節革』 によ る。庶吉士については、他史料と数的に異同があるがあえ

て調皇室は しない。

・丸園み敏字は庶吉士出身者を意味する 0

・進士第一甲は除く。

・経過月数については、 進士合格の次月 4月を起黙と し、 3ヶ月毎にまとめる 0

・他史料等で任官が明らかな者も、時期が確定できないことなどから、ここでは

不明に算入する。

・南京官・ 北京官の医別はつけず、一括 して慮理する 0

・行人の項には、行人司正・司副も含む。

・その他の項に含まれるのは、中書舎人 ・大理寺副・大理評事・太常博士・知l係
・遁判・推官の各職である。

・宣徳5年・宣f恵8年の庶吉士には、宣徳8年11月選抜の者、それぞれ7名・6名を含む。
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庶
吉
士
計
躍
は
、
同
期
の
庶
吉
士
の
散
館
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
段
階
で
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
欣
態
に
陥
る
危
険
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

官
僚
の
人
事
に
あ
っ
て
は
、
本
人
の
資
質
・
能
力
な
ら
び
に
時
の
官
界
の
状
況
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

初
任
の
官
職
及
び
そ
の
時
期

に
よ
っ
て
す
べ
て
が
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
は
い
え
、
そ
れ
は
決
し
て
軽
視
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
庶
士
口
土
に
つ
い
て
い

え
ば
、
翰
林
官
へ
の
散
館
を
果
た
し
て
こ
そ
擬
似
的
一
甲
と
し
て
庶
吉
土
で
あ
っ
た
こ
と
が
有
利
に
作
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
者

に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
前
歴
・
稽
挽
と
し
て
残
る
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
初
任
の
段
階
に
お
い
て
は
決
し
て
一
意
味
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

庶
吉
士
制
の
目
的
は
、
人
材
を
留
保
し
、
教
習
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
将
来
の
園
家
植
要
の
官
を
育
成
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
淵
源

は
、
洪
武
六
年
に
穆
人
を
選
抜
し
文
華
堂
で
数
習
を
行
な
っ
た
こ
と
に
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
、
も
と
は
と
い
え
ば
園
子
監
生
の
貫
務
研
修
制

度
、
す
な
わ
ち
監
生
歴
事
制
と
軌
を
一
に
す
る
準
土
翻
政
制
の

一
部
t

と
み
な
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
庶
士
口
土
制
が
、
進
士
二

・
三
甲
出
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身
者
を
劉
象
に
選
抜
を
行
な
い
、
数
習
の
後
に
そ
の
な
か
か
ら
一
甲
三
名
と
並
ぶ
翰
林
官
(
編
修

・
検
討
)
へ
の
就
任
者
を
生
み
だ
す
と
い
う

基
本
的
形
態
を
確
立
し
た
の
は
、
永
繁
二
年
科
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
時
に
そ
の
選
抜

・
数
習
に
皇
帝一
が
直
接
開
興
す
る
き
わ
め
て
近
侍
性
の

強
い
も
の
で
あ
り
、
所
期
の
目
的
と
あ
い
ま
っ
て
庶
吉
土
の
待
遇
な
ら
び
に
教
習
盟
制
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
。
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
庶
士
口
土
像

は
、
進
土
か
ら
の
さ
ら
な
る
選
抜
、
擬
似
的
一
甲
と
み
な
し
う
る
賂
来
の
翰
林
官
候
補
で
あ
る
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
こ
の
皇
帝
と
の
近
侍
性

に
大
き
く
依
接
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
庶
吉
士
に
お
け
る
皇
帝
と
の
近
似
性
は
長
く
は
績
か
な
か
っ
た
。
永
出
末
期
に
す

で
に
そ
の
徴
候
は
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
た
の
は
宣
徳
五
年
に
確
立
さ
れ
た
内
閣
主
導
鐙
制
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
皇
帝
に
か
わ
っ
て

内
閣
が
庶
土
口
土
の
選
抜

・
敬
習
に
開
輿
し
、
特
に
数
習
に
月
毎
の
考
試
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
嘗
時
た
し
か
に
永
繁

二
年
値
制
の
復
活
、
終
来
の
大
用
に
備
え
て
の
人
材
留
保
と
数
習
が
標
携
さ
れ
た
と
は
い
え
、
こ
の
考
試
制
度
の
導
入
は
一
方
で
は
散
館
に
お



け
る
内
閣
の
窓
意
介
入
の
齢
地
を
生
み
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
教
習
は
本
来
の
目
的
を
消
失
し
て
な
か
ば
空
洞
化
し
、
考
試
の
た
め
の
教
習
、

ひ
い
て
は
皐
な
る
義
務
的
期
間
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に
至
り
、
散
館
を
切
望
す
る
「
三
年
求
仕
の
風
」
が
生
み
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
庶
士
口
士
散
館
の
寅
態
を
み
る
に
、
所
期
の
目
的
で
あ
る
翰
林
官
へ
の
散
館
を
果
た
す
、
儲
相
と
目
さ
れ
擬
似
的
一
甲
と
み
な
す
に

相
雁
し
い
の
は
約
半
数
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
選
に
漏
れ
た
者
は
他
官
へ
の
散
館
を
徐
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
の
初
任
の
官
職
お
よ
び
時

期
は
、
同
期
の
準
士
と
比
較
し
て
優
遇
さ
れ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
ま
た
庶
吉
土
の
人
事
が
一
時
に
一
括
し
て
鹿
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
こ
に
含
ま
れ
な
い
場
合
に
は
任
官
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
終
わ
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
庶
吉
土
に
と
っ
て
は
、
翰
林
官
と
な
っ

て
は
じ
め
て
庶
吉
土
で
あ
っ
た
こ
と
に
一
意
味
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
可
能
性
が
な
い
限
り
は
速
か
に
散
館
し
、
新
た
に
貫
務
官
僚
と

し
て
の
人
生
を
歩
み
始
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
成
化
元
年
の
散
館
請
願
は
、
嘗
事
者
で
あ
る
計
躍
や
李
賢
の
個
人
的
な
問
題
に
の
み
そ
の
原
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庶
吉
士
か
ら
た
だ
三
名
取
り
残
さ
れ
た
計
雄
等
に
と
っ
て
は
、
数
習
の
期
聞
を
あ
げ
つ
ら
い
、

因
を
求
め
る
べ
き
で
な
い
こ
と
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
内
閣
主
導
の
も
と
散
館
が
一
括
に
慮
理
さ
れ
る
傾
向
の
な
か
天
順
八
年
科
同
期
の

い
き
お
い
李
賢
へ
の
不
信
任
感
を
露
わ
に
す
る

こ
と
に
な
っ
て
も
、
自
ら
の
散
館
を
願
い
出
ざ
る
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
殿
閣
詞
林
記
』
の
作
者
慶
道
南
の
「
(
計
)
躍
の
言
、

不
恭
に
近
し
と
難
も
、
然
れ
ど
も
稽
な
き
者
と
は
謂
う
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
評
言
は
、
誠
に
正
鵠
を
射
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
論
述

の
必
要
上
か
ら
、
時
代
を
限
り
天
順
八
年
科
ま
で
の
庶
吉
士
制
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
後
も
弘
治
の
内
閣
大
皐
土
徐
湾
、
嘉
靖
の
吏
部
向
書

方
献
夫
の
建
言
を
は
じ
め
と
し
て
、
屡
々
庶
吉
土
の
改
革
が
模
索
さ
れ
た
が
、
内
閣
主
導
鰻
制
に
よ
る
弊
害
や
数
習
の
空
洞
化
等
の
根
幹
的
な

問
題
は
遂
に
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
後
代
の
庶
吉
士
制
に
も
一
考
す
べ
き
貼
が
多
い
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。
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註〈

1
)

〈

2
)

『
明
史
』
巻
七
一
「
選
翠
士
山
」
三
。
『
歴
代
鐙
遺
志
』
。

『園
朝
奥
集
』
原
文
で
は
「
許
櫨
」
と
す
る
が
、
『
進
士
題
名
録
』

『
英
宗
貫
録
』
『
殿
閣
詞
林
記
』
等
に
よ
れ
ば
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る

の
で
、
計
躍
と
改
め
る
。
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〈

3
〉
『
英
宗
貫
録
』
地
位
三
四
九
、
天
順
七
年
二
月
己
巳
の
係
。

(
4
〉
『
英
宗
貫
録
』
省
三
五
六
、
天
順
七
年
八
月
辛
亥
の
僚
。

〈

5
)

『慾
宗
貫
録
』
巻
三
、
天
順
八
年
三
月
乙
丑
の
係
。

(

6

)

庶
吉
土
の
人
名
を
具
髄
的
に
あ
げ
る
も
の
と
し
て
は
、
各
『
貫
録
』

の
賞
一
該
一
記
事
、
『
園
朝
典
奨
』
巻
六
五
「
翰
林
院
附
、
庶
吉
士
」
・

『翰

林
記
』
巻
一
八
「
庶
吉
土
題
名
」
が
あ
る
が
、
記
述
は
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
。
天
順
八
年
科
の
庶
士
口
士
を
整
理
・
比
較
す
れ
ば
表
の
よ
う
で

あ
る
。
『
態
宗
貫
録
』
の
項
の
劉
淳
は
選
抜
時
に
は
名
が
な
い
が
、
散

館
時
の
記
事
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

|葱宗貫録 |図朝典奨 i翰林記

李東陽

i敷i天 張焦~J.!i 敷 芳
11原

鉱芳
八

郭璽
年

草張詰劉ま書泰E 遁

計{専 雄繍
科

張央劉 大希 賢泰夏府、
三と
広コ

土 王 澄 王 澄

名 ま 齢

言史
齢

f替 f歓
史

芳淳
芳

~U 霊リ 透I字
P長

(

7

)

『
懲
宗
貫
録
』
巻
三
、
天
順
八
年
三
月
己
卯
の
候
。

(

8

)

『
憲
宗
貫
録
』
巻
二

O
、
成
化
元
年
八
月
辛
丑
の
係
。

(

9

)

李
賢
の
俸
の
主
な
も
の
を
以
下
に
あ
げ
る
。
『
明
史
』
巻
一
七
六
・

『
園
朝
献
徴
録
』
巻

一一ニ・

『
殿
閣
調
林
記
』
袋
二
・
『
西
国
関
見
録
』

各
二
七
・
『
筆
激
文
集
』
巻
四

O
。

(
印
〉
後
註
(
お
〉
、
表
参
照
。

(
日
)
『
園
朝
列
卿
記
』
各
四
八
「
兵
部
向
書
行
賞
」

劉
大
夏
、
天
順
甲
申
進
士
、
改
庶
吉
士
。
初
内
閣
李
文
達
(
賢
)
・
彰

文
態
(
時
)
二
公
欲
留
官
翰
林
、
大
夏
輿
安
一
幅
張
敷
華
力
辞
不
就
。
識

者
己
知
其
有
経
世
之
志
。

(
ロ
〉
庶
士
口
士
制
の
創
始
に
つ
い
て
は
諸
設
が
あ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
よ
う

に
『
寓
暦
野
獲
編
』
は
洪
武
六
年
、
『
明
史
』
「
選
翠
志
」

・
『
園
朝
血
ハ

奨
』
「
翰
林
院
附
、
庶
吉
士
」

・
『翰
林
記
』
「
庶
吉
土
鐙
法
」
・
『
殿
閣
詞

林
記
』

「
考
選
」
は
洪
武
一
八
年
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
人

材
の
留
保
と
教
習
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
、
庶
土
口
士
の
名
稽
が
確
定
し
た

こ
と
を
根
接
と
す
る
。
こ
れ
に
到
し
各
科
怨
の
庶
吉
土
を
一
覧
す
る

『
翰
林
記
』

「
庶
吉
士
題
名
」
は
、
永
繁
二
年
よ
り
記
述
を
始
め
る
。

山
本
隆
義
氏
は
『
中
園
政
治
制
度
の
研
究
』
(
東
洋
史
一
研
究
舎
、
一
九

六
八
年
)
第
一
二
章

「
明
代
」

(
W〉
「
翰
林
院
官
僚
の
出
自
」
に
お
い

て
こ
の
問
題
に
燭
れ
、
洪
武
六
年
を
先
駆
的
な
も
の
と
し
、
そ
の
創
始

は
「
十
八
年
を
湖
る
こ
と
だ
け
は
事
質
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、

『
明

史
』
「
翰
林
院
」
に
「
庶
吉
士
、
自
洪
武
初
有
六
科
庶
吉
土
」
、
『
吾
皐

編
』
「
翰
林
院
」
に

「
庶
士
口
士
者
、
初
稽
中
書
六
科
庶
士
口
土
」
、
な
ら
び

に
前
掲
『
蔦
暦
野
獲
編
』
に
「
滋
考
庶
常
、
似
是
此
年
(
一
八
年
)
創

始
、
然
議
大
詰
、
叉
載
承
救
庶
吉
士
摩
孟
胸
、
以
受
械
誌
、
事
在
十
八

年
、
則
不
始
於
乙
丑
(
一
八
年
)
会
」
と
あ
る
の
を
根
後
と
す
る
。
だ

が
前
二
者
は
時
期
が
明
確
で
な
く
必
ず
し
も
洪
武
一
八
年
以
前
の
こ
と

を
指
す
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
よ
し
ん
ば
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
六
科

(
そ
も
そ
も
給
事
中
を
六
科
の
名
で
総
務
す
る
の
は
早
く
と
も
洪
武
二
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二
年
各
科
に
都
給
事
中
が
設
置
さ
れ
て
よ
り
以
後
で
あ
る
が
〉
に
試
用

的
に
採
用
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
形
態
の
類
似
性
か
ら
後
代
庶
吉
土
と

呼
ば
れ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
慶
孟
瞬
は
洪
武
一
八
年

の
進
土
で
あ
り
、
そ
の
賊
罪
に
よ
っ
て
訣
せ
ら
れ
た
の
は
同
年
三
月
の

庶
吉
土
名
稽
の
確
定
よ
り
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ

て
、
庶
士
口
土
制
の
創
始
が
一
八
年
を
湖
る
と
い
う
根
援
と
は
な
ら
な

い
。
な
お
、
後
論
す
る
よ
う
に
、
庶
士
ロ
士
制
は
、
洪
武
六
年
の
敬
習
、

一
八
年
の
名
稽
確
定
を
う
け
て
、
二
・
三
甲
出
身
者
を
封
象
に
選
抜
を

行
な
い
他
の
観
政
進
士
と
明
確
に
区
別
す
る
よ
う
に
な
る
永
繁
二
年
に

確
立
さ
れ
た
と
す
る
の
が
安
賞
と
考
え
る
。

(
臼
)
『
太
租
貸
録
』
巻
一
七
二
、
洪
武
一
八
年
三
月
丙
子
の
僚
。

(

M

)

『
翰
林
記
』
巻
一
一
一
「
進
士
錠
注
」

(
洪
武
)
一
一
一
年
、
策
進
士
、
以
第
一
人
任
亨
泰
震
修
撰
、
第
二
人

唐
震
・
第
三
人
虚
原
質
潟
編
修
、
著
潟
令
、
至
今
因
之
。

〈
日
)
『
太
宗
賞
録
』
巻
三
八
、
永
繁
三
年
正
月
壬
子
の
僚
。

(
時
)
『
蔦
暦
野
獲
編
』
径
一

O
「
鼎
甲
同
篤
庶
常
」
。

な
お
、
『
園
朝
列
卿
記
』
巻
二

O
「
翰
林
皐
土
・
講
讃
皐
土
行
賞
」

「
王
直
俸
」
な
ど
の
よ
う
に
、
こ
の
二
九
名
の
み
を
永
祭
二
年
の
庶
士
口

士
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

(

門

μ
)

『
奮
京
詞
林
志
』
巻
三
「
庶土
ロ士」。

丙
氏
(
永
楽
四
年
)
、
以
江
殿
等
十
四
人
及
黄
安
等
二
十
人
魚
庶
吉

士
、
輿
甲
申
〈
同
二
年
)
庶
吉
土
(
割
注
|
在
二
十
八
人
之
外
者
)

皆
輿
纂
修
大
典
。

な
お
、
敢
え
て
列
摩
し
な
い
が
庶
士
口
士
各
人
の
俸
に
も
こ
の
こ
と
が

明
記
さ
れ
る
。

(

四

)

(

刊

日

)

(

初

)

『
図
朝
典
実
』
各
六
五
「
翰
林
院
附
、
庶
士
ロ
士
」
。

『
殿
閣
詞
林
記
』
巻
一

O
「
文
淵
」
。

『
殿
閣
調
林
記
』
各
一

O
「
文
淵
」
。

途
命
司
雄
監
月
給
筆
墨
紙
、
光
藤
給
膳
、
膿
部
月
給
高
間
燭
弁
妙
、
工

部
捧
近
第
宅
居
之
、
且
命
(
解
〉
繕
領
其
事
。
数
召
至
使
殿
、
間
以

経
史
諸
子
故
賞
、
或
至
抵
暮
方
退
、
五
日
一
休
泳
、
使
内
臣
随
之
、

備
校
尉
・
脇
従
、
人
莫
不
敵
其
策
艶
。

な
お
、
「
備
校
尉
・
脇
従
」
は
原
文
で
は
「
校
尉
備
鰯
従
」
と
あ
る

が
、
『
明
史
』
「
選
闘
争
志
」
に
は
「
給
校
尉
・
路
従
」
と
あ
り
誤
り
で

あ
る
こ
と
明
ら
か
な
の
で
訂
正
し
た
。

(
幻
)
『
翰
林
記
』
径
三
「
進
士
鐙
注
L

。

(
辺
)
『
殿
閣
詞
林
記
』
巻
一

O
「
文
淵
」
。

後
、
上
(
永
祭
帯
〉
親
征
・
巡
狩
、
錐
有
庶
吉
土
之
選
、
如
甲
申

(
永
繁
二
年
)
例
則
、
而
車
駕
不
及
親
泊
z-m
o

(
お
)
『
奮
京
詞
林
中
心
』
巻
三
「
庶
士
ロ
士
」
。

然
丙
戊
(
永
繁
四
年
〉
而
後
、
其
敬
養
之
典
、
皆
未
有
如
二
十
八
人

者
。
至
宣
徳
中
、
始
復
駕
。

(
担
)
『
寓
暦
野
獲
編
』
巻
一

O
「
鼎
甲
同
信
用
庶
常
」
で
は
「
時
府
立
太
子
、

上
欲
選
賢
才
備
宮
寮
」
と
、
立
太
子
が
そ
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
。

(
お
)
『
園
朝
典
奨
』
径
六
五
「
翰
林
院
附
、
庶
士
口
土
」
。

徴
庶
吉
士
三
十
人
、
分
隷
近
侍
諸
街
門
、
如
洪
武
乙
丑
(
一
八
年
〉

之
制
。
次
日
引
入
資
宮
御
試
、
止
用
八
人
。

(

M

m

〉
文
淵
閣
進
皐
は
宣
徳
九
年
八
月
笑
酉
に
、
宣
徳
五
・
八
年
科
の
庶
士
口

士
と
新
た
に
庶
士
ロ
士
と
な
っ
た
粛
飽
等
、
合
計
二
八
名
に
一
甲
出
身
者

で
す
で
に
翰
林
院
修
撲
と
な
っ
て
い
た
馬
倫
等
九
名
を
加
え
て
行
な
わ
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れ
(
『
宣
宗
貫
録
』
巻
一
一
一
一
)
、
ま
た
東
閤
準
同
月
子
は
景
泰
二
年
三
月
乙

卯
の
庶
吉
士
選
抜
と
同
時
に
行
な
わ
れ
た
(
『
英
宗
質
録
』
巻
二

O
二、

及
び
『
殿
閣
詞
林
記
』
巻

一
O
「
東
閣
」
〉
。

こ
れ
ら
は
永
笑
二
年
の
文

淵
閣
進
皐
を
模
倣
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
あ
く

ま
で
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
庶
士
口
士
制
の
内
閣
主
導
値
制
に
か
わ

る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

(
幻
)
前
註
〈
ロ
)
山
本
前
掲
書
同
項
。

〈
お
)
『
園
朝
典
嚢
』
巻
六
五

「翰
林
院
附
、
庶
士
ロ
土
」

n

〈
お
〉
『
殿
閣
詞
林
記
』
倉
一

O
「
文
淵
」
。

(
鈎
)

『殿
閣
調
林
記
』
巻
一

O
「公
署
」
。

〈
況
)
こ
の
よ
う
な
数
習
軽
視
の
風
潮
は
、
庶
士
口
士
の
み
な
ら
ず
閣
家
の
側

に
も
み
ら
れ
た
。

『英
宗
貫
録
』

単
位
一
七
八
、
正
統

一
四
年
五
月
戊
申
の
係
。

吏
部
左
侍
郎
粂
翰
林
院
拳
士
曹
矧
等
奏
、
本
院
庶
士
口
士
紋
官
教
訓
、

四
夷
館
飲
官
提
督
、
今
推
選
得
侍
講
劉
鉱
・
修
撰
王
振
堪
数
庶
吉
士

説
書
、
修
撰
許
彬
・
郎
中
潜
勤
堪
提
督
四
夷
館
官
員
子
弟
習
問
問
干
夷

字
。
従
之
。

(
幻
)
『
明
史
』
各
七

O
「選
摩
志
」
二
。

な
お
、
こ
こ
に
い
う
纂
修
と
は
『
大
明

一
統
士
山
』
の
重
修
を
指
す
。

(
お
)
参
考
ま
で
に
朝
代
別
の
内
閣
大
皐
土
の
出
身
表
を
あ
げ
る
。
前
掲

『明
史
』
で
は
翰
林
院
と
内
閣
の
関
係
が
確
定
し
た
の
は
天
順
よ
り
と

す
る
が
、
景
泰

・
天
順
閲
は
奪
門
の
功
や
迎
復
の
功
に
よ
る
人
事
が
行

な
わ
れ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
す
で
に
正
統
か
ら
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
山
本
氏
は
前
掲
書
第

一
一
一
一
章
「
明
代
の
内

閣
」
(
W〉「
閣
匡
の
出
自
」
で
同
様
の
表
を
あ
げ
る
が
、
本
表
は
賞
該

き
前
朝
か
ら
の
在
任
者
は
算
入
し
な
表

一
土

身
一
吉
↑

0

0

2

2

2

L

出

一
庶

一

(
鈍
〉
『
明
史
』
巻
七
二

「職
官
」

一一

ロ
貝
一
戸
一

num

一
I
H

一
司
ム
ハ
U
c
o
n
u
a
A宮

「

翰

林

院

」

。

間

一
一
一

史
官
、
自
洪
武
十
四
年
置
修
撰
三
切
一
数
一

:

:

i

i

l

人
、
編
修
・
検
討
各
四
人
。
其
後
朝
一
線

一
;

;

f

f

E

由
一
甲
進
士
除
授
及
庶
士
口
土
留
館
〈
一
代
一
照
伝
統
一
夜
順

一

授
職
、
往
往
溢
額
、
無
定
員
。

[
剖川
一
叶

It--景

天

一

『宣
宗
貫
録
』
径
二
六
、
宣
徳
二
年
三
月
辛
丑
の
協
同
。

擢
第
一
甲
進
士
馬
険
信
用
行
在
翰
林
院
修
撰
、
杜
写

・
謝
沼
恒
周
編
修
。

第
二
甲

・
第
三
甲
進
士
江
玉
琳
等
九
十
六
人
、

令
錫
進
準
。

『
同
』
巻
二
八
、
宣
徳
二
年
五
月
美
己
の
候
。

行
在
吏
部
言
、
自
永
一
笑
十
九
年
以
来
、
記
名
放
回
官
四
千
三
百
一
十

九
員
。
其
在
郷
亦
有
不
安
己
分
、
起
滅
調
訟
、
干
預
官
府
、
結
構
潟

非
者
。

『
英
宗
貫
録
』
巻
一
九
八
、
景
泰
元
年
一

一
月
辛
丑
朔
の
係
。

吏
部
奏
。
躍
科
都
給
事
中
金
逮
言
、
比
者
朝
廷
多
事
、
透
報
不
常
、

内
外
官
員
畏
遜
差
遣
、
在
任
者
或
省
親
、
或
祭
租
、
交
章
援
例
而
去
、

在
郷
者
或
養
病
、
或
了
憂
(
原
文
は
優
。
校
勘
記
に
よ
っ
て
改
め
る
)
、

経
年
記
故
不
起
。
叉
有
師
陣
詔
寧
至
概
行
乞
館
者
。
此
皆
懐
姦
避
難
之

輩
、
豊
有
臨
難
死
節
之
心
。
乞
行
査
究
、
但
赴
部
遠
限
、
悉
論
返
還

叙
用
、
庶
姦
計
無
所
迭
、
而
忠
義
有
所
勤
。
逮
所
言
良
是
、
請
如
其

言
行
之
。
詔
吏
部
悉
記
之
、
倹
其
起
復
到
京
、
察
其
情
由
、
以
問
。

(

お

)
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new politicalphilosophy could not always be accomplished.

　　

Furthermore, the fact that politicalpressure made, べA'^angAn-shi's

new learning take the place of the old ofScial teaching came to affect

adversely the future of the Wang school.

ON THE 1465（成化元）ＰＥＴＩＴＩＯＮFOR RELEASE

FROM THE ACADEMY ―an Examination of the

　　　　　

Ming System of Hanlin Bachelors

Sakakura Atsuhide

　　　

In the £rst year of Chenghua成化, Ji Li計it and other Hanlin

Bachelors (ｓhｕiiｓhi庶吉士) petitioned Grand Secretary Li Xian李賢to

be “released from the academy”(ｓａｎｇｕａｎ散館), that is, to be assigned

ｏ伍cial posts. The fact that Hanlin Bachelors would request ａ release from

the academy was in itself unusual. Ji Li's negotiating point was that. if

only the period of the bachelors' training was complete, they should be

released. There was also the question of Li χian's own qualifications as ａ

Grand Secretary. Nevertheless, these were not the only reasons behind

the request.

　　　

In

　

the

　

first place, the system of Hanlin Bachelors was one that

secured talented men from the j加盾ｆ pool and gave them. special training

in order to nurture outstanding ｏ伍cials for the future of the state. Also,

it was ａ source of Hanlin Academicians who would rank with　those in

the first class ｏ£jinｓhi　ｅｒaduates.The early Hanlin Bachelors served in

close attendance on the emperor, and they could appropriately be called

true elite. However, those Hanlin Bachelors who did not become Hanlin

Academicians were not given any special treatment compared with other

鋤血 when being assigned to ｏ伍ce. Moreover, after χuande 宣徳5

(1430), when the system of the Grand Secretariat was established, all

aspects of government, including appointments, came to ｒｅ且ectthe inten-

tions of the Grand Secretaries.　Ａ system of ｅχaminations for Hanlin

Bachelors was brought in with the result that the training for bachelors

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



lost its original goal and became what was considered to be no more

than ａ mandatory period of duty｡

　　　

In other words, it can be said that, against this background, the

petition to be released from the academy represented an inherent problem

in the system of Hanlin Bachelors.

COUNTY ADMINISTRATION AND LOCAL ELITE

　

IN EASTERN ZHEJIANG PROVINCE DURING

　　　　　　　

THE MING-QING PERIOD

Ueda Makoto

　　

This paper aims to trace the course of ａ change ,in relationship

between county authorities and local elitein Zhuji 諸壁ｃｏｕｎtｙduring the

Ming and Qing periods from the viewpoint of social history.

　　

At the Jiajing 嘉靖era, the county administration could not intervene

in rural society'sirrigation which was maintained under the system of

Liiia里甲, but reduce the amount of corvee tax that the other region

demanded. In 155O's when Japanese piratesattacked the coastal provinces,

ａ county magistrate sold the government land around Lake Ｍｉ泌湖in

Zhuii to build the wall of the county town. The new landlords of Lake

Mi nominally ｏ任ered their land to the local elitewho enjoyed the pri-

vileges of ｅχemption from tａχation,and were not under the control 0f

the county authorities.We will refer to them as Haoyou 豪右, or super-

county elites.

　　

After the Single whip tａχsystem 一1匿鞭法was enforced, the county

became ａ unit of taxation and assumed responsibilityfor collecting tａχes.

Maintaining

　

agricultural

　

production became the duty of the county

magistrate.

　

It was important for the local eliteto influence the county

administration. At the end of the Wanli 萬暦era, a gentleman郷紳who

had retired from the bureaucracy and was residing in Zhuji used his

connections

　

in

　

the

　

ｏ伍cial

　

world

　

to

　

begin

　

to

　

interfere

　

with

　

local

administration｡
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